
第 8 回 口 頭 論 調 書

裁判長認印

事 件 の 表 示

期

裁
裁

裁

場所及び公開の有無等

裁 判 長 裁 判 官

判

令和6年(行宀)第62号(第1事件)

令和6年(行)第63号(第2事件)

合和7年1 0月1日午後2時0 0分

東京地方裁判所民事第38部法廷下公開

鎌 野 真 敬

判

志 村 由 貴

官 池 邉 大 喜

裁 判 所 書 記 官 清 水 健 太 郎

出頭した当事者等

指 定 定 期 日

別紙出頭当事者目録記載のとおり

令和7年1 2月 2 3日午前1 0時 3 0分進行協議

(既指定)

被 告

令和7年 1 2月 2 3日午前1 1時 0 0分口頭弁論

(既指定)

令和8年3月6日午後1時30分進行協議

令和8年3月6日午後2時00分口頭弁論

弁 論 の 要 領 等

裁判長

準備書面(8)陳述

1原告汶、次回期日下、

1



①令和7年9月29日付け上申書記載の求釈明事項と更に追加する求釈明

事項を整理の上、提出されたい。

②少なくとも求釈明をしている文書の存否以外の争点について、被告準備

書面(6)乃至(8)に対する反論をされたい。

2 被告は、

①原告の令和7年9月29日付け上申書について、検討を開始していただ

き、次々回期日までに、整理された求釈明事項について回答していただき

たい。

②内閣総理大臣から内閣官房副長官補に開示に係る権限又は事務が委任さ

れているものが、以下のアからウまでのいずれに当たるのかについて明ら

かにされたい。また、内閣府大臣官房についても、同様に明らかにされた

い。

ア内閣官房副長官補において保有している行政文書

内閣官房副長官補において保有している内閣官房副長官補の所掌事

務に係る行政文書

ウ内閣官房副長官補の所掌事務に係る行政文書

証拠関係別紙のとおり

裁判所書記官清水健太郎

2
.



別紙

出頭当事者目録

1 原 告

(1)第1・第2事件原告

岡田正則、小澤隆一

(2)第1事件原告

小森田秋夫、佐藤博文、平和元、丹羽徹、宮腰直子、彌重仁也

(3)第2事件原告

加藤陽子

2 原告ら代理人等

( 1 )第1事件原告兼第1・第2事件原告5代理人

福田護,三宅弘、米倉洋子、南典男、大江京子、神谷延治、辻田航

( 2 )第1・第2事件原告5代理人

関守麻紀子、大山勇一、安齋由紀

3 被告指定代理人

田中隆士、市原麻衣、原田直也、岸彩子、林花梨、川上景子、

佐藤和斗、鈴木智文、吉田一貴、河北浩之

3

以 上



第3号様式(書証目錄)

( Z A 号 証 )

事件の表示 令和6年 (行 )第 6 2号
令和6年(行)第63号

書 証 目 録 ( 被 告提出分 )

(二の目錄汁,各期日調書一体上る毛の下如歹。)

提 出 陳 述

番 号 成立の争いに 備 考
期 日 標 等 期日 成 立 ついての主張

1 第 2 回 第 回回
証明書(1)(6.7.9吋)

論のとおり 口 弁 論

1 2 □ 準 備 的 論

弁 論 準 備

第

3

回

心
新換明書(6.8.8.
のとおり

準 備 的 論

弁 論 準

第 回

備

弁 用 論弁]

凵 準 備 的 論 □準備的論

弁 論 準 備 口 弁 論 準 備

第 6 回 第 回

1 4 生提明春(7.5.12)
論のとおり □弁

維

□準備的弁論 口

16
□ 弁 準 備

準備的弁論

弁 論

第 8回 第

17

7
~

8
筆製明書(7.9024000
のとおり

□準備的弁論
1 8

口

弁

準備的弁論

弁 論 準 備

備

論

回

弁論準備 |

第

口弁

回

□準備的弁論

□ 弁 論

第

口弁

回回

□準備的弁論

第 回

口 弁

□ 準 備 的 弁 論

弁 論 準 備

(注)該当する事項の口にレを付する。

弁 論 準 備

第

弁

回

口
口

網

準 備 的 論

備論弁


